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平成２３年度の一般会計及び特別会計決算並びに公営企業会計決算の認定を

いただくに当たり、各会計の執行の概要を申し上げます。

【 総 括 】

本市の平成２３年度一般会計当初予算は、消費の冷え込みを反映した個人市

民税や入湯税の落ち込みなどによって市税の減収が見込まれる中で、本市の健

全財政の定着を図りつつ、『伊東創造』の実現を目指した「健康」、「観光」、「改

革」、「経済対策」、「子育て支援」、「教育」、「環境」、「危機管理」の「いとう８

Ｋの 協
きょう

創
そう

・実践」のための各種施策の展開を念頭に、サマーレビューの成果を

反映させた予算編成に当たることとしました。

歳出においては、サマーレビューで見直した事業費を予算要求額の上限とす

る中で、韓国・中国・台湾特別誘客推進事業や住宅改造費助成事業など１４の

事業を廃止するなど経費の節減を図る一方で、スプリンクラー整備等特別対策

補助事業や城ヶ崎海岸橋立吊橋景観整備事業、庁舎無停電電源装置更新事業な

どの新規事業にも着手することとしました。

その結果、一般会計の予算規模を２２８億８，０００万円と、前年度を

１．８％上回る堅実型の予算とし、その後、東日本大震災被災地支援事業や雇

用創出事業の積極的な実施、本市独自の緊急経済対策など６回にわたる補正を

行い、最終予算規模を２５８億８，５６６万７千円としました。

執行に当たりましては、限られた財源の有効活用に意を注ぎ、市民生活の安

全・安心の実現と市内経済の活性化に努めたところであります。

以上、平成２３年度の予算編成から決算までの背景を申し上げました。

引き続き、決算の内容につきまして説明します。

一般会計における歳入決算額は、２５１億５３万円で、対前年度伸び率は

０．９％となり、歳出決算額は２４５億３７７万５千円で、執行率は９４．７％、

対前年度伸び率は０．８％となりました。

歳入歳出差引額は５億９，６７５万５千円となり、環境美化センター更新改

良整備事業や小・中学校施設耐震化事業などの繰越明許により、翌年度へ繰り

越すべき財源７，１５４万７千円を差し引いた実質収支額は、前年度を１８．４％

上回る５億２，５２０万８千円となりました。

歳入決算につきましては、自主財源に大きな比重を占める市税が、予算現額
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を０．６％上回る決算となりましたが、対前年度比では１．２％減少しており

ます。また、依存財源では、地方譲与税が７．３％、自動車取得税交付金が

２０．８％、地方特例交付金が１６．８％減少したものの、地方交付税が８．６％、

国庫支出金が２．２％、県支出金が１６．７％増加しております。

歳出決算では、経常経費において、扶助費が２．９％、公債費が１．９％前

年度から増加したものの、職員給与等の見直しや定員の適正化に加え、退職手

当が減少したことにより、人件費が０．９％減少しております。

投資的経費につきましては、普通建設事業費のうちの補助事業費が、消防ポ

ンプ自動車及び救助工作車購入事業や南中学校校舎耐震化事業などによって、

対前年度比で９２．４％増加しております。単独事業費では、清掃事務所用地

購入事業や城ヶ崎橋立吊橋景観整備事業などの新規事業を実施したものの、介

護老人福祉施設・特別養護老人ホーム整備補助事業などの終了により、前年度

を２１．６％下回り、その結果、普通建設事業費全体では、対前年度比で

１．４％増加しております。

その他の経費では、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後

期高齢者医療特別会計に対する繰出金が増加したものの、医療施設設置基金へ

の積立金や商工組合中央金庫等への貸付金の減少などにより、全体では前年度

を０．８％下回っております。

以上が、一般会計歳入歳出決算の概要であります。

続きまして、病院事業会計及び水道事業会計決算について申し上げます。

まず、病院事業会計につきましては、収益的収支におきまして、収入が税込

みで３億１，１９４万７千円、支出が３億７２９万６千円となり、消費税等を

除いた当年度純利益は４７０万６千円となりました。

資本的収支におきましては、収入が１３億８，４４７万６千円、支出が１４億

４，５１８万５千円で、収支差し引き６，０７０万９千円の不足となりました。

なお、この不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。

水道事業会計につきましては、収益的収支におきまして、収入が税込みで１６億

４，２８９万１千円、支出が１４億９，５０４万４千円となり、消費税等を除

いた当年度純利益は１億１，８７６万５千円となりました。

資本的収支におきましては、収入が２億７，８５８万２千円、支出が１０億
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７，９７９万３千円で、収支差し引き８億１２１万１千円の不足となりました。

なお、この不足額は、損益勘定留保資金等で補塡しました。

以上が、病院事業会計及び水道事業会計決算の概要であります。

続きまして、諸施策の執行状況につきましては、基本計画の柱に沿って、原

副市長から説明します。

【 諸施策の概要 】

最初に、「やさしさと笑顔にあふれる健康なまち」に係る事業でございます。

障害者福祉につきましては、障害者自立支援法に基づき、障害のある方が地

域で安心して暮らせる社会の実現を目指し、身近で相談できる場所の確保やサ

ービス需要の把握に努めるなど、障害福祉サービスの充実を図りました。

生活保護につきましては、景気の低迷や雇用状況の悪化等が続く中で、保護

の相談に対し適切に対応するとともに、被保護世帯の自立に向けて、定期的な

家庭訪問や病院・施設訪問を実施し、生活改善や就労指導嘱託員による就労の

指導・援助を行いました。

高齢者福祉につきましては、「第五次高齢者福祉計画」及び「第四期介護保険

事業計画」に基づき、介護支援活動を推進するとともに、地域の高齢者の健康

の維持、生活の安定に必要な援助や支援などの介護予防活動を行いました。

児童福祉につきましては、公立保育園の円滑な運営や新たに認可保育園とな

った富戸保育園も含めた民営保育園の健全な運営のために所要の助成を行うと

ともに、多様な保育需要に即した休日保育や延長保育などを実施し、子育て支

援を必要とする保護者等の要望に応じた保育の充実に努めました。また、子ど

も手当など児童に対する各種手当、医療費助成等を適正に支給し、児童の福祉

向上と健康の増進に努めました。

さらに、児童虐待防止対策につきましては、関係機関等との連携を図りなが

ら啓発活動を行い、意識向上に努めました。

保健衛生につきましては、各種がん検診や３９歳以下健康診査のほか健康教

育事業などを行うとともに、壮年期からの生活習慣病の予防に努めました。ま

た、母性の保護及び乳幼児の健全な育成を図るため、不妊治療、妊婦検診の公

費負担を行うとともに、訪問指導など育児支援を積極的に進め、地域における

子育て支援に努めました。さらに感染症対策のため、各種予防接種を実施する
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とともに、新たにヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン接種の公費助成を

行いました。

地域医療対策につきましては、夜間救急医療センターにおける救急医療と休

日等救急医療及び歯科診療業務を実施いたしました。また、市立伊東市民病院

の円滑な運営を図るため、病院事業会計に所要額を繰り出すとともに、伊豆東

海岸地域の基幹的医療施設の建設を目指して、医療施設設置基金への積立てを

実施いたしました。

国民健康保険事業特別会計につきましては、国民健康保険税還付金や国庫支

出金返還金が減少しましたが、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金、

共同事業拠出金等の増加により、歳出全体は前年度対比４．０％増の１０２億

８，７５８万５千円となりました。一方、歳入は、長引く不況の影響もあり、

国民健康保険税が前年度対比２．２％の減少となったものの、特別調整交付金

の交付や支払準備基金取崩しによる基金繰入金、一般会計からの繰入金等を加

えた決算額は、１０９億６，３４０万１千円、前年度対比６．８％の増加とな

りました。歳入歳出差引額は６億７，５８１万６千円で、このうち１億

７，１００万円を基金に積み立て、５億４８１万６千円を翌年度に繰り越しま

した。

介護保険事業特別会計につきましては、保険料、支払基金交付金、国県支出

金、一般会計繰入金などにより、歳入決算額を５９億７，８５３万７千円とし、

歳出では、保険給付費が対前年度比５．９％増の５６億６，９０６万５千円と

なったことなどにより、５９億７，６４２万４千円で決算いたしました。

介護老人保健施設特別会計につきましては、歳入は一般会計からの繰入金や

指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会からの負担金などにより、決

算額を８，５７１万３千円とし、歳出は公債費など８，５５２万８千円で決算

いたしました。

後期高齢者医療特別会計につきましては、保険料や保険料軽減補塡分として

の一般会計繰入金などにより、歳入は１４億８，０２３万６千円で決算し、歳

出は、後期高齢者医療広域連合納付金など１４億６，２９７万９千円で決算い

たしました。

病院事業会計につきましては、入院患者数は概ね前年度並みとなったものの、
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外来患者数は前年度を上回り、地域医療の中核を担う病院としての役割を果た

しています。このような中、新病院建設に関しては、平成２５年春の開院に向

け、建設工事を着実に進めました。

次に、「安全・安心で快適なまち」に係る事業でございます。

交通安全対策、防犯関係につきましては、関係機関・団体と連携を図り、年

間を通じて啓発活動を実施し、安全・安心なまちづくりの実現のための周知に

努めました。また、高齢者運転免許証自主返納支援事業を新たに実施し、増加

傾向にある高齢運転者の交通事故防止に努めました。

消防関係につきましては、東日本大震災を踏まえ、救助工作車及び高度救助

資機材を購入するとともに常備・非常備の消防ポンプ自動車各１台を更新し、

耐震性貯水槽１基を整備いたしました。

また、救急業務につきましては、高規格救急自動車１台を更新し、積載する

医療器具及び自動式心臓マッサージ器を整備いたしました。

防災対策につきましては、東日本大震災の教訓を基に、防災訓練や防災講話、

防災フェア等を開催し、防災意識の高揚に努めるとともに、津波ハザードマッ

プの作成、海抜表示板の設置、津波避難協力ビルの指定を行うなど、津波対策

の充実を図りました。また、伊豆東部火山群対策として、伊豆東部火山群協議

会を発足させるとともに、水道事業において、宇佐美大橋配水池外６箇所７池

の耐震診断を実施するなど、防災体制の整備に努めました。

ごみ処理関係では、ごみ減量推進パンフレットを作成し、収集された資源ご

みのリサイクルや生ごみ処理容器等の購入費助成制度について広報し、更なる

ごみの減量・再資源化を推進いたしました。

環境美化センターにつきましては、「循環型社会形成推進交付金対象事業」と

して、老朽化した焼却炉の更新改良工事に着手いたしました。

市道の整備につきましては、快適な住環境を形成し、機能的な都市基盤を整

備するため、国の補助を得て、従来から進めている市道「富戸・梅の木平線｣の

拡幅改良及び「松原・鎌田線」、「荻・一碧湖・梅の木平線」の舗装改良に加え、

新たに「泉・城星線」の拡幅改良に着手いたしました。

さらに、観光施設周辺の整備として、県の補助を得て、市道「一碧湖・大室

線」、「小室山線」の歩道整備を進め、利用客の安全の確保を図りました。



6

一方、身近な生活道路の整備として、市道「城ヶ崎線」、「八代田２号線」等

に加え、新たに「宇佐美中里２号線」の拡幅整備を行い、通行の安全と利便性

の向上を図りました。

交通安全施設等の整備事業につきましては、国の補助を得て、市道「桜木 1

号線」の歩道整備を引き続き実施したほか、市内各所に防護柵、区画線、道路

反射鏡の設置を行うなど、歩行者の安全確保と車両交通の円滑化に努めました。

国県道の整備につきましては、県道「伊東大仁線｣の道路改築事業に対し、所

要の負担を行い、港湾整備事業におきましては、伊東港港湾施設の維持・改修

工事等に対して所要の負担を行うとともに、港と海岸の再整備について、国県

に対する要望活動を展開いたしました。

砂防事業につきましては、「八幡野向町」において、県により進められている

急傾斜地崩壊対策事業に対して所要の負担を行いました。

また、河川の整備につきましては、市民生活の安全確保のための治水対策と

して、老朽化が著しい岡地内水路の改修を始め、玖須美城星地内の排水路、八

幡野川、対島川等について改修工事を行いました。

景観整備事業につきましては、市街地の活性化や景観形成の改善を目的に、

伊東駅周辺地区整備事業を推進するとともに、松川周辺地区整備事業として、

市道「松原本町・寿町線外２路線」の設計を行い、事業実施に向けた準備を進

めました。

市営住宅の整備につきましては、角折住宅・山田住宅・城平住宅のリフレッ

シュ工事、山田住宅・猪山住宅の屋上防水改良工事、新山住宅Ｄ棟の外壁改修

工事等を実施いたしました。

下水道事業特別会計につきましては、歳入を２０億７，８５０万９千円、歳

出を２０億７，３３２万２千円で決算いたしました。

公共下水道では、湯川終末処理場中央監視制御設備、湯川中継ポンプ場機械

設備・電気設備の改築工事等を実施するとともに、管きょ施設における汚水幹

線工事、面整備及び改築工事を実施し、これにより、供用区域面積は４８０．５

ヘクタール、整備率は６６．７％となりました。

特定環境保全公共下水道におきましては、かわせみ浄化センターの効率的な

維持管理に努めながら、継続して管きょ施設の面整備を実施し、供用区域面積
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は８５．０ヘクタール、整備率は５９．１％となりました。

水道事業会計につきましては、東日本大震災の影響による旅館、ホテル等の

宿泊客の減少や市民の節水意識の向上などにより、主たる収入である水道料金

が前年を下回る結果となり、人件費の縮減など経営の効率化に努めたものの、

純利益は前年度を下回る結果となりました。

拡張事業につきましては、奥野ダム水の有効活用を図り、市南部地区の水需

要に対応するため、十足高室配水池建設事業を進めるとともに、新たな基本計

画の策定を行いました。

また、改良事業につきましては、新松原城畑配水池からの送配水管布設工事

を行い、ＪＲ伊東駅裏高台地区の水圧改善対策を実施したほか、道路整備事業

との協調工事として、松原・鎌田線などの老朽管更新工事などを行いました。

霊園事業特別会計につきましては、霊園の管理、墓所建設、霊園建設事業債

に対する元金償還金及び利子などにより、歳出を１億２，１７９万７千円で決

算し、歳入は、墓所使用料や墓所管理料、一般会計繰入金などにより１億

２，１８９万８千円で決算いたしました。           

続きまして、「心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できるまち」に係る事

業でございます。

学校教育の充実につきましては、将来を担う児童・生徒の生きる力を育成す

るため、教職員の資質を高める研修を積極的に行いました。

また、地域に開かれた信頼される学校をつくるため、家庭・地域との連携を

一層強めるとともに、小学校低学年学級支援事業、特別支援教育支援事業、外

国語指導助手配置事業など、きめ細かな教育の推進や多様な人材による学習支

援を行いました。

さらに、書道の基礎的技術を高めるとともに、伝統文化を尊重する中で、心

の教育の充実を図るため、全小学校において書道科の授業を実践いたしました。

また、幼稚園では、一人一人のよさと可能性を伸ばすため、幼児期の発達の

特徴を踏まえた幼児教育の充実に努めました。

教育設備の整備につきましては、小学校では、西小学校杉の子教室改修工事

を実施いたしました。また、中学校では、南中学校校舎耐震補強工事のほか、

北中学校特別教室機能移転工事、門野中学校テニスコート改修工事を実施する
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とともに、幼稚園では、富戸幼稚園園舎耐震補強工事を実施いたしました。

コミュニティ関係につきましては、各コミュニティセンター及び生涯学習セ

ンターにおいて、地域の実態に合わせた活動の充実に努めました。

青少年教育におきましては、グループ活動の楽しさを学習し、豊かな心とた

くましい身体づくりを進めるため「小学生ふるさと教室」を実施し、青少年の

健全育成の一助といたしました。

文化の振興につきましては、引き続き拓本コンクールの作品を市内外から募

集し、表彰を行うことにより、地域文化を発信し、さらに宇佐美石丁場遺跡の

市文化財指定など市内文化財の充実に努めました。

市史編さん事業につきましては、「伊東市史研究第１０号」、「伊東市史だより

第１２号」を刊行するとともに「市史講座」、「市史講演会」を開催し、広く市

民の郷土の歴史に対する理解を深めました。

図書館関係では、蔵書冊数を約１７万８千冊とし、２２万７千冊余の貸出し

を行い、さらに、ブックスタート事業を継続して実施するとともに、幼児期か

ら図書に親しむための機会として、ボランティア団体の協力により、図書の読

み聞かせや紙芝居を実施いたしました。また、インターネット蔵書検索予約シ

ステムの運用や視覚障害者のための音声・拡大読書器の設置により、市民の利

便性の向上に努めました。

スポーツの振興につきましては、「陸上競技教室」の開催を通じて、「第１２

回静岡県市町対抗駅伝競走大会」の代表チームの編成を行いました。また、駒

澤大学陸上部員を招待してオレンジビーチマラソン大会を開催したほか、市民

体育センター等の社会体育施設の活用や市内公立学校の屋内・屋外運動場の開

放により、市民スポーツの振興を図りました。

社会体育施設の整備につきましては、かどの球場倉庫シャッターの修繕や大

原武道場トレーニング室の機器の保守などの施設整備を行いました。

学校開放事業では、宇佐美中学校の夜間照明設備修繕等を行いました。

国際交流事業につきましては、伊東国際交流協会を通じ、イギリス・メドウ

ェイ市との高校生交換プログラムを行うとともに、国際交流フェスタやイタリ

ア・リエティフェアを開催するなど友好都市との交流を深めました。

続きまして、「場の力が創造する魅力・活力のあるまち」に係る事業でござい
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ます。

観光関係につきましては、東日本大震災の影響がゴールデンウィークまで続

き、その後回復傾向となったものの来遊客数は前年を下回り、観光を基幹産業

とする本市にとりましては、厳しい状況が続いております。

このような中、「伊東市観光基本計画」の基本理念に基づき、戦略的かつ効果

的な観光振興を図るため、「伊東八景」を核とした豊富な地域資源を有効に活用

し、本市の魅力を引き出し輝かせるため「伊東温泉イメージアップ事業」を実

施するとともに、「夏季花火大会強化事業」として夏季の花火大会を８日間増や

し、集中的な誘客促進を図りました。また、市民と行政が一体となった取組み

として、市外を走る運送業者所有のトラックの背面を利用して効果的な宣伝を

行う「走る広告塔事業」を実施しました。

さらには、伊豆観光圏において伊豆地域の幅広い連携により誘客を図るとと

もに、伊豆半島ジオパーク推進協議会では伊豆半島の地質遺産を活用し、日本

及び世界ジオパーク認定に向けた広域事業を推進しております。

また、インバウンドにおける主要マーケットである台湾へのトップセールス

や観光展への参加、さらには中国個人観光ビザ発給条件が緩和された中で、大

型訪日観光団を誘致するなど、本市の魅力ある観光情報の発信や現地プロモー

ション活動などを積極的に推進するとともに、観光関連団体等が実施する誘客

対策事業に対しても支援を行うなど、インバウンド事業の充実に努めました。

健康保養地づくり事業につきましては、第３次事業計画に基づき健脳健身教

室などを開催し、プログラムの普及を図るとともに、ホームページのリニュー

アルを行い、情報発信の強化に努めました。

観光施設の整備につきましては、城ヶ崎海岸橋立吊橋及び城ヶ崎ピクニカル

コースの整備やジオサイト解説板の設置により、観光客や市民の安全確保と利

便性向上に努めました。

観光・文化施設「東海館」につきましては、２階トイレの整備を行い、施設

の充実を図りました。

さらには、本市の玄関口である伊東マリンタウンのプロムナードを整備し、

主要観光施設としての機能の充実を図りました。

農業振興関係につきましては、ＮＰＯ法人が実施する市民農園事業の中で、
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新たに、担い手育成型市民農園の開設を支援し、担い手対策を図りました。ま

た、国の耕作放棄地再生事業を活用し、耕作放棄地の解消を図りました。

鳥獣害防止対策につきましては、伊東市鳥獣被害防止計画を引き続き実行す

るとともに、あいら伊豆農業協同組合及び熱海市などと組織するあいら伊豆広

域有害鳥獣対策協議会において、総合的な被害防止対策を講じました。

地産地消の推進につきましては、東海大学との官学連携による伊東食彩八景

創造事業及び食の専門家である伊東割烹調理師会へ委託した伊東食文化創造事

業において、伊東の食文化の掘り起こしと新たな食文化の創出を行いました。

農業基盤整備につきましては、国が推進している農地・水保全管理支払事業

により、農村景観や環境に配慮した生産基盤づくりに取組む市内３地区の活動

組織を引き続き支援し、農地や農業用施設の保全及び質的向上に努めました。

林業関係では、松くい虫防除対策事業を実施するとともに、玖須美元和田地

内における予防治山工事及び林道奥野線の改良工事、さらには宇佐美及び吉田

地内の森林整備などを通して、森林環境の向上を図りました。

水産業関係につきましては、いとう漁業協同組合の行う宇佐美漁港船台整備

事業及び水産物加工処理施設整備事業に対する助成を行うとともに、アオリイ

カ産卵場設置やアワビ・ヒラメ種苗放流等の事業へ所要の負担を行い、つくり

育てる漁業の振興を図りました。

漁港の整備につきましては、施設の長寿命化を図るため、機能保全計画を策

定するとともに、宇佐美漁港防波堤改良工事及び宇佐美漁港消波ブロック設置

工事を実施いたしました。

商工関係につきましては、中小企業経済変動対策資金貸付金及び経営安定資

金貸付金の利用者に対して市独自の利子補給を行ったほか、東日本大震災によ

り甚大な影響を受けた中小企業災害対策資金貸付金の利用者に対しても同様の

支援を行い、中小企業者の経営の安定を図りました。

加えて、プレミアム商品券事業や商店街の街路灯ＬＥＤ化工事等に対し助成

を行い、商店街の活性化を支援いたしました。

さらに、経費の一部を助成する住宅リフォーム振興事業及び店舗リフォーム

振興事業を通じ、地元建築関連業者や市内商業者の振興を図りました。

また、市内菓子関連業者により建国された「いとうお菓子ぃ共和国」の行う
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事業を支援し、地域活性化を図りました。

労働関係につきましては、高齢者の就業相談、技能・技術の習得講習会や余

暇活動の場として、伊東市シルバーワークプラザを活用するとともに、高齢者

労働能力活用事業への助成を行い、生きがいと就労意欲の高揚に努めました。

また、勤労者対策として、静岡県労働金庫への原資貸付を通じて、市内勤労

者の持ち家促進や教育費の負担軽減を図るとともに、市内経済への波及効果も

期待し、勤労者が在来軸組木造住宅を建設する際の資金の貸付を行いました。

雇用・就業機会を創出するために平成２１年度から３年間を期限として創設

された「ふるさと雇用再生特別基金事業」では、６事業により１９人の新規雇

用者を創出し、また、「緊急雇用創出事業」では、５２事業により３１６人の新

規雇用者を創出するなど、雇用の安定に努めました。

最後に、「まちづくりを進めるために」の事業でございます。

市民参画のまちづくりにつきましては、「いとう市民活動支援センター」を拠

点として、ＮＰＯ設立相談や市民活動団体、ボランティアなどの交流や協働の

場の提供など、より多くの市民が市民活動に参加していくための環境づくりに

努めました。

男女共同参画につきましては、市民代表による懇話会や講演会を開催すると

ともに、リーフレットを作成するなど「あすを奏でるハーモニープラン」の進

捗に努めました。

夢まちづくり事業につきましては、１０の行政区と１３の分譲地自治会が、

地域住民の連携や交流などを目的に、創意工夫して行った自主的な地域貢献活

動に対し、助成いたしました。

行財政改革の推進につきましては、新公共経営システムの定着を図り「現場

主義」「目的指向」「意識改革」を柱とした独自の「伊東市システム」として、

サマーレビューでの事務事業の見直しと、伊東創造戦略事業会議による事務事

業の改善を行い、ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる簡素で効率的な行政運

営に向けた取組を推進いたしました。

また、伊東市行政改革懇談会からの提言や市民からの意見などを基に、「伊東

市公共経営改革大綱」を策定いたしました。

職員研修につきましては、国・県への職員の派遣研修や職員が自ら企画・調
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査研究を行う「特別研修」を引き続き実施するとともに、職階に応じた研修内

容の充実を図り、職員の更なる資質向上に努めました。

情報化の推進につきましては、本市の情報化指針である「第６次伊東市行政

情報化計画」に基づき推進を図りました。また、市メールマガジンの登録者数

が 1 万２千人を超えるなど、市民への情報発信の充実が図られております。

競輪事業特別会計につきましては、１２開催５８日の本場開催に加え、特別

競輪等の場外開催を２６７日行い、収益の向上に努めた結果、単年度収支が

５，２４４万９千円の６年連続となる黒字となり、繰上充用金を３億８，２９７万

３千円に減少させることができました。

今後も、開催経費の削減はもとより、場外発売を積極的に展開することによ

り収益の増加を図るとともに、関係団体と連携し、競技会委託料や選手賞金の

見直し等の構造的な改革に取り組み、競輪事業の健全化に努めてまいります。

土地取得特別会計につきましては、清掃事務所用地の一般会計への売却や一

般会計及び土地開発基金からの繰入金などにより、歳入を１億４，５１９万

６千円で決算し、歳出は、公共用地先行取得等事業債の元金償還及び利子、宇

佐美臨海テニス場跡地の購入などにより、１億４，５１２万８千円で決算いた

しました。

以上、平成２３年度の一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計の決算の

概要について申し上げました。

本年１月２４日に閣議決定された「平成２４年度の経済見通しと経済財政運

営の基本的態度」では、平成２４年度の日本経済は、本格的な復興施策の集中

的な推進によって着実な需要の発現と雇用の創出が見込まれ、国内需要が成長

を主導するとともに、世界経済については、減速から持ち直しに転じていくと

期待され、我が国の輸出や生産にとって望ましい環境をもたらしていくと考え

られることから、景気は緩やかに回復していくことが見込まれておりました。

しかしながら、東日本大震災の影響に加えて歴史的な円高が継続する状況に

おいて、地域経済の基盤強化や活性化を推進するために、平成２３年度を下回

らない水準での地方交付税総額の確保や別枠による復旧・復興事業等の地方財

源の拡充等の措置が図られているものの、観光を基幹産業とする本市において

は、景気の回復基調が依然として鮮明になっておらず、市税の増収も見込めな
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いことから、その先行きは非常に不透明な状況となっております。

このような情勢の下であっても、多様化・高度化する市民要望を的確にとら

え、真に市民にとって必要な行政サービスを提供することはもとより、行財政

運営の簡素・効率化、経常的経費の一層の節減、職員給与・定員の適正化など

による財政の健全化に引き続き努めるとともに、市民の信頼に応える行政運営

を行うため、行政能力向上の努力を継続してまいります。

本市の財政は、職員の人件費を含むすべての事務事業の見直しなど「伊東再

生」を最重要課題とした様々な改革への取組により、適正とされる規模の黒字

を確保するとともに、財政調整基金や減債基金、医療施設設置基金への積立、

起債残高の圧縮など財源確保に一定の前進が図られており、健全化判断比率や

経常収支比率、実質収支比率などの財政指標からも、本市の財政は、確実に健

全化の方向へ向かっているものと判断しております。

この間、市民の皆様や議員各位からの貴重な御意見、御指導をいただきなが

ら、これを支えとして行財政の運営ができましたことに、心より感謝申し上げ

ます。

また、本決算の意義を真摯に受け止め、「元点改基
げんてんかいき

いとう８Ｋ 健磨
け ん ま

共成
きょうせい

」

を合言葉に、議会の協力はもとより、市民との協働を通じて市政を熟成させ、『伊

東創造』の集大成を目指して、引き続き最善の努力を傾注してまいりたいと存

じます。

本決算につきまして、認定いただくようお願い申し上げ、決算の説明を終わ

ります。


